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大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室 

 

大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室では、低入札価格調査制度で実施する案件

について、工事品質の確保と下請け者の保護等の観点から、低入札価格調査基準価格

未満で入札した落札候補者には、「大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室低入札価

格調査制度実施要領」(以下｢実施要領｣という。) に基づき調査資料の提出を求める

とともにヒアリング等を実施し、実施要領の失格判断基準に該当する場合は失格とし

ています。 

本件は、大阪府総務部契約局低入札価格調査制度実施要綱（建設工事版）第８条に

規定する「事前調査」の対象案件です。貴社の入札金額が低入札価格調査基準価格を

下回った場合は、入札書提出時に添付の工事費内訳書を低入札価格調査資料の一部と

して取り扱い、この内訳書を用いて、以下の判断基準により事前調査を行いますので

お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は、入札公告の交付書類として添付している「大阪府都市整備部住宅建築局

低入札価格調査制度実施要領」を参照してください。 

事前調査の段階で、落札候補者が提出した工事費内訳書に記載の直接工事費の額

が、大阪府公共建築工事積算基準等により大阪府が算出した予定価格の基礎となった

直接工事費の額の８７％＊以上の金額が計上されていない場合は、失格となります。

（ただし、機械器具設置工事（昇降機設備工事を含む）、専門工事として発注する消

防施設工事及び電気通信工事を除く。） 

＊：直接工事費に 87％を乗じた額に一円未満の額が生じる場合は、一円未満の端数を切り上げた

額とする。 

（例：大阪府が算出した直接工事費が 321,400,506円の場合 

大阪府が算出した直接工事費の額の 87％は 279,618,441円となる。） 

 


